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（後期高齢者医療被保険者証）

75歳75歳
一定の障害が

ある方は

65歳以上65歳以上
以上の方へ

被保険者証の色の変更はありません。
新しい被保険者証は8月 1日から

使用してください。

● 8月1日以降は、現在の被保険者証は使用でき
なくなりますので、医療機関などの窓口で新し
い被保険者証を提示してください。

● 被保険者証の裏面に臓器提供の意思表示欄が新
たに設けられました。

75 歳の誕生日を迎えると、これまでの医療保険制度
から後期高齢者医療制度に移ることになり、後期高齢
者医療制度の被保険者証を使用することになります。

被保険者証は平成23年 7月中に
一人に一枚送付されます。
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お問い合わせ先
● お住まいの市（区）町後期高齢者医療担当窓口
● 兵庫県後期高齢者医療広域連合


